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60歳を超えた人の割合増加は、世界的課題

60歳以上人口が占める割合(%)の2000年と2025年の比較
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出所： MIT AgeLab, 2006
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高齢化が進む日本の人口構造

出所： 総務省統計局、明星大学船津好明教授
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高齢化が進む日本の人口構造

60歳以上人口が占める割合(%)の2000年と2025年の比較
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高齢者の生活

日本の高齢者世帯（世帯主が60歳以上）

41.7%58.3%

14.9%

65.7%
無職世帯

勤労者世帯

19.4%
その他の世帯

4,950万世帯（2005年） 2,070万世帯（2005年）

出所：総務省統計局、『高齢者の世帯（世帯主が60歳以上）の世帯属性別分布』
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高齢者の生活

出所： 総務省統計局、全国・総世帯
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日本のブーマーの定義

団塊の世代:1947年-1949年生まれ

７百万人＝日本の総人口の９％

平均像

20142012201020082006 20132011200920072005

64-66才
59-61才56-58才

定年退職 退職

老齢年金
•退職の現実感、考え方の変化、生活スタイルの変化
•「組織に忠実」から「自分に忠実」へのシフトができるか
•仕事をする気力、体力はある
•経済的補足となにか“やること”が必要

20242022202020182016 20232021201920172015

66-68才 69-71才 75-7７才

•退職の現実感、考え方の変化、生活スタイルの変化
•個人差が大きくなる（仕事の有無、健康、家族構成など）
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定 年

定年とは、定年退職の意。

60歳定年制を採用している企業が多い。
2006年4月施行の改正高齢者雇用安定法は、企業に以下を義務付け。

2013年までに、定年の65歳までの引き上げを段階的に実施すること
継続雇用制度の導入

定年の定めの廃止

日本のブーマーが60歳になるのは2007年。
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団塊の世代の動向

「第二の人生」に具体的計画があるか？
• 計画がない：６５％
• 計画がある、これから立てる：３５％

2005年 １９４７－４９年生まれ、男性３１２人、女性３０９人から回答。インターネットで調査。
2005年8月、全国の55歳以上60歳未満の会社員・公務員500人を対象に、NRIのインターネットリサーチサービス「TRUENAVI」を使って実施。

図1：60歳を過ぎてからも仕事を持ち続けたいか（N=500）

図2：60歳を過ぎてからも仕事を続ける理由（複数回答、N=391）

出所： 野村総合研究所、 「団塊世代のセカンドライフに関するアンケート調査」（全国の55歳以上60歳未満の会社員・公務員500人を対象）
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日本の社会保険制度 （医療保険）

医療保険： 「国民皆保険制度」で、国民が下の図のいずれかの保険
制度に加入し，保険方式で医療サービスを受けることができます。

共済組合 :
公務員・教職員などが加入

船員保険 :
船員が加入

75歳以上の人（平成14年9月30日以前に70歳になった人を含む）、65歳以上で一定の障害のある人が、医療保険
の資格はそのままで対象となります。

老 人 保 健 制 度

国民健康保険（市区町村） :
自営業、アルバイト、農業・漁業に携わる人など、職
域保険に加入しない人が加入

＜退職者医療制度＞

退職して職域保険を脱退した年金受給者が該当

健康保険 : 
会社員などが加入

地域保険
(市区町村で運営する医療保険)

職域保険
(職場の医療保険)
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日本の社会保険制度 （介護保険）

介護保険： 日本の介護保険制度では、お年寄り（65歳以上）が第１
号被保険者と言い、（40歳以上64歳以下）が第２号被保険者と言い、
介護保険料を払っています。

65歳以上の者
介護が必要になった65歳以上の者
は、その原因を問わずに、すべて
の者が介護保険のサービスを利用
することができる。

サービス利用の条件

40～64歳の者
40～60歳の者の場合は、老化に
起因する特定疾病によって介護が
必要となった場合にサービスを利
用できる。

介護サービスの
利用者数第１号被保険者数

25.8
4.2

415万人
（2006年2月）

2,579万人
（2006年2月）

5兆4千億円
（2004年度）
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日本の社会保険制度 （年金）

厚生年金
基金

国民年金（基礎年金）

国民年金
基金

厚生年金保険 共済年金

（第2号被保険者
の被扶養配偶者）

(民間サラリーマン） (公務員等）（自営業者等）

第3号被保険者 第2号被保険者第1号被保険者

出所： 社会保険庁

国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年加入して、満額の年金（平成17年度は79万4,500円）を受給することができます。
厚生年金や共済年金は、就職してから退職まで加入し、年金額の計算は加入した期間、在職中の給与額が反映されることになります。
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「ソーシャル・セキュリティ（社会保障）」の定義比較

「社会保障制度」は各国様々であるが、いずれもその国民性や価値観に基づいており、またそれぞれの社会システムや経済・政治
情勢を反映している。したがって、その仕組みや提供されるサービス・手当ても国により大きく異なる。例えば、公の年金制度は、そ
の財原や保険料のレベル、手当て支給の開始年齢、手当てのレベル、受給要件において異なっている。社会保障制度の国際比較
は、それが各国で様々に異なるとの認識に基づいて行わなければならない。そうした認識を欠いて比較を行うと、誤解につながりか
ねない。

そもそも、社会保障の定義は国によって異なる。

例えば英国では、社会保障は年金や児童手当などの所得保障を意味する一方、日本の社会保障制度の定義は、英国で「社会政
策」や「社会事業」と呼ぶものも含む。 「社会政策」および「社会事業」の意味するところは、所得保障、医療保障（英国では「国民医
療サービス」と呼ぶ）、対人社会サービス、住宅政策、教育、雇用など、範囲が広い。

また米国においては、「社会保障」は年金等の所得保障として定義されることが多い。日本で言うところの福祉事業は、「ヒューマン・
サービス」と呼ばれている。米国では「福祉」とは通常、税収を財源に資産調査を経て給付が行われるもの、特に貧困家庭一時扶助
（ TANF: Temporary Assistance to Needy Families）を指す。しかし、社会保障法は包括的な法律で、所得確保のための年金保険に
加え、失業保険、母子家庭への医療サービス、障害者へのヒューマン・サービス、高齢者への医療サービス、医療扶助等について
規定している。

フランスでは、社会保障（フランス語で「Securite Sociale」）は疾病保険や高齢者保険などの社会保険を意味する。社会保険の他に、
社会扶助（病人・障害者・高齢者で所得上限の要件を満たした者への現金・サービスの提供）、社会サービス（その他の社会福祉
サービスで所得上限がないもの）、そして独立のための最低所得水準保障制度が、集合的に「 Protection Social 」と呼ばれている。

ドイツでは、社会保障（ドイツ語で「Soziale Sicherheit」）には社会保険、社会的補償（戦争犠牲者を対象）、社会的支援（学生のため
の社会扶助又は支援）が含まれる。しかし、ドイツ人は「Soziale Wohlfahrt」（社会福祉）という表現をあまり用いない。
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日本の介護施設

７，４７０億円２４，９０４

医療法人

社会福祉法人

株式会社

訪問介護

介護保険給付額施設数運営施設

８，９４０億円２０，５９４

医療法人

社会福祉法人

株式会社

通所介護（デイケア・デイ
サービス）

２，５１０億円１１，４７８

医療法人

社会福祉法人

短期入所治療介護・生活介
護施設

（ショートステイ）

２，６７０億円６，３５３

株式会社

社会福祉法人

医療法人

老人ホーム

介護保険

２７，６００億円
１２，１３９

公的機関

医療機関

介護・医療・保健・福祉施設
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日本市場とビジネス

東京都世田谷区
www.happy-elder.com

お問合せ：info@happy-elder.com

http://www.happy-elder.com/
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